
特定非営利活動法人さざなみ 

 

前年度において役員であったことがある全員の名簿及びそのうち前年度 

において報酬を受けたことがある全員の名簿 

 

平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日 

 

役名 氏名 住所又は居所 就任期間 報酬を受

けた期間 

理事 杉本  寬 愛知県豊橋市浜道町字管石 28番地の 24 平成 28年 4月 1日 

    ～ 

平成 29年 3月 31日 

なし 

理事 酒井 洋助 愛知県豊橋市八町通四丁目 56番地 平成 28年 4月 1日 

    ～ 

平成 29年 3月 31日 

なし 

理事 杉浦 千秋 愛知県豊橋市石巻萩平町字城山 9番地 平成 28年 4月 1日 

    ～ 

平成 29年 3月 31日 

なし 

理事 太田 清子 愛知県豊橋市小松町 11番地 平成 28年 4月 1日 

    ～ 

平成 29年 3月 31日 

なし 

理事 鈴木 恭平 愛知県豊橋市飯村南四丁目 14番地の 10 平成 28年 4月 1日 

    ～ 

平成 29年 3月 31日 

なし 

理事 富岡 元文 愛知県豊橋市大国町 63番地 平成 28年 4月 1日 

    ～ 

平成 29年 3月 31日 

なし 

理事 渡辺 和代 愛知県豊橋市浜道町字管石 32番地の 8 平成 28年 4月 1日 

    ～ 

平成 29年 3月 31日 

なし 

監事 塚田 哲史 愛知県豊橋市東小鷹野四丁目 7-15 平成 28年 4月 1日 

    ～ 

平成 29年 3月 31日 

なし 

 

 

 

 

（備考） 

１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 

２ 「役名」の欄には、理事、監事の別を記載する。 

３ 「住所又は居所」の欄には、特定非営利活動促進法施行規則第２条第２項に掲げる書面（住

民票等）によって証された住所又は居所を記載する。 

４ 「報酬の有無」の欄には、定款の定めに従い報酬を受ける役員には「有」、報酬を受けない

役員には「無」を記入する。 

５ 役員総数に対する報酬を受ける役員数（「報酬の有無」欄の「有」の数）の割合は、３分の

１以下でなければならない（法第２条第２項第１号ロ）。 



 

 

 

特定非営利活動法人さざなみ 

 

役員名簿 

 

 

役名 氏名 住所又は居所 年 齢  

監事 刀根  健 長崎県諌早市小豆崎町 668-1 74歳  

理事 杉本  寬 愛知県豊橋市浜道町字管石 28番地の 24 63歳  

理事 酒井 洋助 愛知県豊橋市八町通四丁目 56番地 61歳  

理事 村田 敬介 愛知県豊橋市絹田町 52番地の 1 84歳  

理事 太田 清子 愛知県豊橋市小松町 11番地 64歳  

理事 鈴木 恭平 愛知県豊橋市飯村南四丁目 14番地の 10 65歳  

理事 藤原 一利 愛知県豊橋市前田南町二丁目 18 番地の 6

（505） 

67歳  

 


